
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  議  記  録  

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会

議記録を公表します。  

会  議  名  令和元年度第１回高松市中央卸売市場開設運営協議会  

開催日時  
令和２年２月３日 (月 ) 

午前１０時００分～午前１１時２８分  

開催場所  高松市中央卸売市場  管理棟  ５階  大ホール  

議     題  

(１ ) 会長・副会長の選任について  

(２ ) 高松市中央卸売市場業務条例の改正案について  

(３ ) 市場の再整備について  

(４ ) その他  

・令和２年休開市日について  

・平成３０年度及び令和元年度事業報告について  

公開の区分    ■  公開   □  一部公開   □  非公開  

上記理由  ―  

出席委員  会長、副会長、委員６名  （欠席２名）  

傍  聴  者    ４名   （定員  ６名）  

担当課及  

び連絡先  

市場業務課管理係  

８６２－３４１１  

  

会議の経過及び結果  

議題１  会長・副会長の選任について  

    会長及び副会長を委員の互選により選出した。  

 

議題２  高松市中央卸売市場業務条例改正案について  

    事務局から議題２について説明し承認を得た。  

 

議題３  市場の再整備について  

    事務局から議題３について説明し承認を得た。  

 

議題４  その他  

・令和２年休開市日について  

・平成３０年度及び令和元年度事業報告について  

事務局から議題４について報告した。  

 

 

 

 



主な審議内容  

 

議題２  高松市中央卸売市場業務条例改正案について  

（委員）いつの間にか条例が出来上がってしまった。市の方で条例検討会を３４  

回開催したので意見は充分聞いたというが、アリバイづくりで、私たちが  

訴えていたことは、どれだけ聞いていただけたのか。  

条例としては体裁が整ったのだろうが、市場がどちらに向かっていくの  

か本質的な議論がないままに終わってしまった。  

国が一歩下がる中で開設者の関与というのが今まで以上に大きくなるの

に、このままでいいのか。  

今後、青果棟及び水産物棟の移転という問題もあるので、開設者の今後

の在り方というのは、考え直してほしいという意見である。  

（事務局）場内関係者からの意見については、趣旨を踏まえたうえで条文を調  

整させてもらっている。今後の取組としては、法改正の趣旨を踏まえて、  

取引しやすい環境を整えて、出荷者、買受人に選ばれる市場にしていきた  

い。  

（委員）これからの市場がここの利用者のためにあるのではなく、市民のための  

市場である。  

一部の事業者の意見に開設者が動かされるようなことのないようにお願

いしたい。  

（委員）場内関係者として。  

今回の改正は、全国で統一する部分は残して後は各市場でそれぞれ特色  

あるやり方をしてほしいということなので、市の条例は非常に重要な部分  

ではあるが、条例は大枠を決めるもので、細かい部分は要項や要領で決め  

るので今協議しているところである。  

私たちも意見はするが、委員には公平な立場で、意見を頂きたい。  

（委員）規模は違うが、豊洲市場がすごく有名になっている。  

高松もこれから変わっていくとは思う。青果と水産が切り離されて。  

市場がどのように変わるのか、これから見ていくことになるが、でも市

民に近い市場であって欲しいというのが希望である。  



（会長）資料の第２章の市場関係者のところで、許可・取り消しの部分が届け

出に変わる。  

また、取引ルールが緩和されて事前承認ではなく実績報告になる。市

民の食への安定、価格の安定に重要な部分だと思うが、詳しく説明して

ほしい。  

（事務局）売買取引に関しては、特に偏ったような取引になっていれば、場内関  

係者で構成する取引委員会に市も関与して協議して公正な取引を確保し  

たい。  

（会長）報告書ではなくリアルタイムのような感覚で安心安全を確保していく

ということか。  

（事務局）それに加えて来年度は、開設者側の中に業務指導係という係を設け  

て、的確な状況判断をしながらやっていきたい。  

 

議題３  市場の再整備について  

（委員）基本設計とは何なのか、実施設計とは何なのか、詳しく教えてほしい。  

（事務局）基本設計は、みなさんの使い方とか今後の市場運営などの方向性を

踏まえて、概算的な設計を行うものである。  

実施設計とは基本設計に基づき細かいところを決めて工事を発注する

時の設計書が実施設計となる。  

（委員）家を建てるイメージでいうと、実施設計とは図面を引くということで、

基本設計は、部屋がいくつ欲しいとか、ガレージはどうするのか、とい

うのを詰めていくのがイメージか。  

（事務局）そのとおりである。  

（委員）市場に関しては、今後どういう機能が求められるのか、当然１０年後、

２０年後にこうあるべきだということで協議しているということでよろ

しいか。  

（事務局）そのように協議をしている。  

（委員）今２月で、来月年度末になるが、先ほどのパブリックコメントにも、

予定が大幅に遅れているという意見もあったが、元々の市場移転の話は、

耐震が不足していて、もし震災があった場合市場関係者の安全が担保で



きない、ところから始まっている。スケジュールを確保するのは大変重

要だと思っている。  

実施設計になってしまうと、我々の手から離れて専門家の仕事になっ  

てしまう。  

我々としては基本設計の時にしっかりと協議をしておかないといけな  

いということになる。  

（委員）私、公募に応募した後に豊洲市場に行ってきた。  

非常に大きいところで、青果と水産に分かれて。  

２階からしか見学できないが、お客さんも多く見学に来ていた。  

でもせり場で見学できた築地のほうがおもしろい。  

豊洲にはゆりかもめを使っていけるので便利ですが、市民が行きたい  

と思ったときに、使える交通機関を整備してほしいので検討してほしい。  

（事務局）現在、県立中央病院までは路線バスが回ってきている。  

市場が完成する頃には何らかの方法を考えていかなければ、と思ってい

る。  

（委員）ＰＦＩとはどういうものですか？  

(事務局）民間の活力、経営手腕を活用して、公共施設を建てるなど色々な方  

法があるが、市の土地に民間の資金で建物を建てて運営することである。  

(事務局）高松市ではまだ事例がないが、民間主導で建物を建てて運営しても  

らう。  

例えば民間の建物の中に水産物棟を入れてもらう、とかをイメージし  

てもらえれば。  

（委員）一つ疑問なのは、水産物棟だけこれを調査しているのは何かあるのか。  

（事務局）実は卸売市場再整備基本構想基本計画がありますが、青果棟が移転

したあと、青果棟の跡地に水産物棟が移転するということしか決まって

いない。  

水産物棟の跡地や管理棟、関連棟についてどうするのかも全く決まっ

ていない状況なので、それを検討するという意味もあるし、議会の方か

らも賑わいを創出する施設として考えられないか、という意見もいただ

いているので、そういうことも含めて考えていく。  



（委員）青果棟の方はＰＦＩの検討は終わったのですか。  

（事務局）２８年に終わっている。  

（委員）市役所の説明は難しいのですが、ビルを民間で立てて１階と２階を役

所が使って上を民間が使って収益を上げる。こんなイメージであってい

ますか。  

（事務局）そのとおりである。  

（委員）大きな震災があった地域では、施設に被害は少なかったが、電源確保

が出来なくて運用ができなかったという話を聞いた。  

今後コールドチェーンで運営するために、電源の確保は重要であると

思うが、そのあたりはどのように考えているか。  

（事務局）今後、温度帯管理をどこまでするのか決めて行くと同時に、必要な

電源量がわかって来るので、範囲など含めて非常用発電機の設置も検討

していく必要があると思う。  

（委員）ソーラーパネルを設置するとかそういうのは。  

（事務局）ソーラーパネルも一つの有力な方法ですが、今後検討していく。  

（委員 ) 水産の方も何も進展がなくても、水産の関係者の集まりの方で移転の

話をしてほしい。  

また、コールドチェーン一つとっても豊洲は最先端ですが、高松もＨ

ＡＣＣＰに対応するために少しずつ勉強しているが、いきなり言われて

も勉強していないと対応できない。  

水産業者の方では、施設にお金をあまり使うな、と矛盾した意見もあ  

るが、最先端の設備にしてしまうと、使用料が高額になるので、入れな  

いという意見もある。  

（委員 ) 私たち業者も、開設者もお金がない。  

でも節約したつもりが、１０年後、２０年後は使えない施設になっても  

いけない。  

そこはよく話し合って知恵を出し合うようにしないと。  

物流では今でも参考になるものが多い。アマゾンとか最先端ですし、

今日来られている JA 香川県も物流には色々チャレンジされているし、  

使えるものは使って一緒になっていいものを作っていけたらと思う。  



（会長 ) 出荷者の立場からご意見を。  

（委員 ) コールドチェーンについて、今年は暖冬ということで、青果物とかは  

予冷庫で管理を徹底しないと持たない事情もある。出荷者や JA が管理し  

ても、市場のほうが管理できない状況では、消費者の方に新鮮なものを  

購入いただけない。  

先ほど話のあった豊洲は充実した施設だが、まだそうでない施設もあ

る。  

生産者側としてはコールドチェーンの充実は是非お願いする。  

 

議題４  その他（平成３０年度及び令和元年度事業報告について）  

（会長）開かれた市場については、地元のコミュニティとの連携も必要だと思

うが。  

（委員）地元としては台風の時も高潮で避難に苦労したので、新しい建物ができ

るのなら避難に使える施設だとありがたい。  

また、場内業者に勤めている人にも知り合いがいるが、移転すると経費

が高くなる、と心配する声も聞いているので、業者の方の意見もしっかり

聞いていかなければと感じる。  

 

閉会  午前１１時２８分  


